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❶マイナ保険証を
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TOPIC

01 マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

　令和6年12月2日から、健康保険証は新たに発行されなくなり、基本的には健康保険証として利用登録
したマイナンバーカード（マイナ保険証）を使用する仕組みへ切り替わりました。
　協会けんぽに加入された際に事業主のみなさまへお送りするものは以下のとおりです。

裏面もご覧ください

資格情報のお知らせ

資格確認書

高齢受給者証

・新規加入者全員に発行
・オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際に必要※1

 ※1 マイナンバーカード等と合わせて提示（資格情報のお知らせ単独での受診は不可）

・資格取得届や扶養異動届の発行要否欄に□を入れた方や、マイナ保険証
 をお持ちでない方※2に発行
・マイナ保険証を利用できない方が医療機関を受診する際に必要
　※2 マイナ保険証をお持ちでない方で、発行要否欄に□を入れなかった場合、
　　　 資格取得の処理をしてから30日～50日後に発行します。資格取得のお手続きの際には、
　　　 マイナンバーカードおよびマイナ保険証の所持状況等をご確認ください。

・７０歳以上の方に発行

マイナ保険証を利用できない方の受診について
申請書（HP・支部用）

資確
被
保
険
者
情
報

記号・番号

個人番号（マイナンバー）

MN確認（被保険者）

枚数

その他

生年月日

番号（左づめ）

記号（左づめ）

氏名（カタカナ）

年

月

受付日付印

氏名

住所

郵便番号（ハイフン除く）

電話番号（左づめハイフン除く）

都 道

府 県

姓と名の間は1マス空けてご記入ください。濁点（゛）、半濁点（゜）は1字としてご記入ください。

（2024.12）

社会保険労務士の
提出代行者名記入欄

1.昭和
2.平成
3.令和

1. 記入有（添付あり）
2. 記入有（添付なし）
3. 記入無（添付あり）

1. その他2. 処理票

（理由）

以下は、協会使用欄のため、記入しないでください。
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資格確認書

健康保険

交付申請書

この申請書は、医療機関等においてオンライン資格確認を受けることができない場合に限り、ご使用ください。

※記入方法等については「記入の手引き」をご確認ください。

日

年

月

日

2
7

5
1

1
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0
2

事
業
主
欄

上記のとおり被保険者から交付の申請がありましたので届出します。

任意継続被保険者の方は、

事業主欄の記入は不要です。

事業所所在地事業所名称
事業主氏名
電話番号

交
付
対
象
者

氏名（カタカナ）

○
被
保
険
者

同上

生年月日

生年月日
同上

交付理由

対象者

1. 昭和
2. 平成
3. 令和

年

月

日

1. 昭和
2. 平成
3. 令和

年

月

日

1. 昭和
2. 平成
3. 令和

生年月日

生年月日

1. 被保険者（本人）分のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「交付理由」をご記入ください。

2. 被扶養者（家族）分のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○欄に交付対象のご家族の情報および「交付理由」をご記入ください。

3. 被保険者（本人）および被扶養者（家族）分・・・・・○欄に交付対象のご家族の情報および「交付理由」をご記入ください。

(1)氏名（カタカナ）姓と名の間は1マス空けてご記入ください。濁点（゛）、半濁点（゜）は1字としてご記入ください。
(2)氏名（カタカナ）姓と名の間は1マス空けてご記入ください。濁点（゛）、半濁点（゜）は1字としてご記入ください。

(3)氏名（カタカナ）姓と名の間は1マス空けてご記入ください。濁点（゛）、半濁点（゜）は1字としてご記入ください。

ア

○
被
扶
養
者

イ

備
考

イ

イ

記号・番号をご記入（印字）された場合は個人番号（マイナンバー）

のご記入は必要ありません。（記入（印字）された場合は本人確認書

類等の添付が必要になります。）

（例）
・マイナンバーカード
を所持していない・マイナ保険証の利

用登録をしていない・家族や介助者等が
同行して資格確認を
補助する必要がある・その他事由による

※該当する場合は
を入れてください。

以下のケースに該当
するような、マイナ
保険証を利用できな
い状況にあるため。

資格確認書の発行が必要なケース　
①マイナンバーカードを所持していない※3

②マイナ保険証の利用登録をしていない※3

③家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある 等
※3 マイナンバーカードやマイナ保険証を所持していない方は、マイナンバーカードの取得や
      マイナ保険証の利用登録をお願いいたします。

　マイナ保険証を利用できない方は、資格確認書を医療機関へ提示することで、これま
でどおりの保険診療を受けることができます。
　資格確認書の発行は、協会けんぽに「資格確認書交付申請書」をご提出いただくこと
でも可能です。



TOPIC

02 任意継続ご加入のお手続きについて

TOPIC

03 令和７年３月分（４月納付分）からの保険料率のご案内

　退職等により、健康保険の資格を喪失した場合、国民健康保険やご家族の扶養など、いずれかの健康
保険制度に加入しなければなりません。
　退職日までに被保険者期間が２か月以上ある方は、退職日の翌日から２０日以内にお住まいの都道府県
の協会けんぽ支部に申出書を提出することで、協会けんぽの任意継続に加入することができます。

　令和7年３月分（４月納付分）からの協会けんぽ神奈川支部の健康保険料率・介護保険料率ともに引き下げ
となります。

任意継続の資格を取得するまでの流れ

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。
※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。
※任意継続被保険者の方は、令和７年４月分の保険料率から変更となります。

ご案内
協会けんぽ神奈川支部のホームページでは、
「協会けんぽKANAGAWA 健康保険だより」のバックナンバーを掲載しております。
ぜひご覧ください。

①任意継続被保険者資格取得申出書を提出※
　（退職日の翌日から20日以内）

⑤資格情報のお知らせ等を郵送
　（申出後2～3週間程度）

被保険者資格喪失届
を提出（退職後5日以内）

資格喪失データ
を提供

②受付
③日本年金機構
   からの資格喪失
　データを確認
④資格取得の処理

※退職日の確認ができる書類を添付いただくことで、日本年金機構からの資格喪失データの提供
　を待たずに資格取得の処理が可能です。

日本年金
機構

本人

事業所

令和6年12月2日から、健康保険証は新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証の利用登録をしていないなど、資格確認書の発行が必要
な方は、資格確認書交付申請書の提出が必要です。
任意継続被保険者資格取得申出書とあわせてご提出ください。

健康保険料率 1 0 . 0 2 % 9 . 9 2 %

1 . 5 9 %1 . 6 0 %

令和７年２月分（３月納付分）まで 令和７年３月分（４月納付分）から

介護保険料率


